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◇ 大学評価・学位授与機構が行う大学評価 

 

○大学評価・学位授与機構が行う大学評価について 

 

１ 評価の目的 

 大学評価・学位授与機構（以下「機構」）が行う評価は，

大学及び大学共同利用機関（以下「大学等」）が競争的環

境の中で個性が輝く機関として一層発展するよう，大学

等の教育研究活動等の状況や成果を多面的に評価するこ

とにより，その結果を，①大学等にフィードバックし，

教育研究活動等の改善に役立てるとともに，②社会に公

表することにより，公共的機関としての大学等の教育研

究活動等について，広く国民の理解と支持が得られるよ

う支援・促進していくことを目的としている。 

 

２ 評価の区分 

 機構の行う評価は，今回報告する平成 14 年度着手分

までを試行的実施期間としており，今回は以下の 3 区分

で評価を実施した。 

 (1) 全学テーマ別評価（国際的な連携及び交流活動） 
 (2) 分野別教育評価（人文学系，経済学系，農学系，

総合科学） 
 (3) 分野別研究評価（人文学系，経済学系，農学系，

総合科学） 

 

３ 目的及び目標に即した評価 

 機構の行う評価は，大学等の個性や特色が十二分に発

揮できるよう，教育研究活動等に関して大学等が有する

目的及び目標に即して行うことを基本原則としている。

そのため，目的及び目標が，大学等の設置の趣旨，歴史

や伝統，規模や資源などの人的・物的条件，地理的条件，

将来計画などを考慮して，明確かつ具体的に整理されて

いることを前提とした。 

 
 
○全学テーマ別評価「国際的な連携及び交流活動」

について 
 

１ 評価の対象機関及び内容 

 本テーマでは，大学等が行っている教育研究活動等を

基盤とした国際的な連携や交流活動について，全学的（全

機関的）な方針の下に部局等において行われている活動

を対象とした。 

 対象機関は，設置者から要請のあった全国立大学（97
大学）及び大学共同利用機関（総合地球環境学研究所を

除く 14 機関）並びに公立大学の一部（4 大学）とした。 

 評価は，大学等の現在の活動状況について，過去 5 年

間の状況の分析を通じて，次の 3 つの評価項目により実

施した。 
 

(1) 実施体制 
(2) 活動の内容及び方法 
(3) 活動の実績及び効果 

 
 
 
 
 

２ 評価のプロセス 

(1) 大学等においては，機構の示す要項に基づき自己

評価を行い，自己評価書（根拠となる資料・データ

を含む。）を平成 15 年 7 月末に機構へ提出した。 
(2) 機構においては，専門委員会の下に，専門委員会

委員及び評価員による評価チームを編成し，自己評

価書の書面調査及びヒアリングの結果を踏まえて

評価を行い，その結果を専門委員会で取りまとめ，

大学評価委員会で評価結果を決定した。 
(3) 機構は，評価結果に対する対象大学等の意見の申

立ての手続きを行った後，平成 16 年 3 月の大学評

価委員会において最終的な評価結果を確定した。 

 

３ 本報告書の内容 

 「Ⅰ 対象機関の概要」，「Ⅱ 目的」，「Ⅲ 国際的な

連携及び交流活動に関する目標」，「Ⅳ 対象となる活動

及び目標の分類整理表」及び「特記事項」は，当該大学

等から提出された自己評価書から転載している。 

 
 「Ⅴ 活動の分類ごとの評価結果」は，活動の分類ご

とに，各評価項目での観点ごとの活動の状況・判断を記

述している。「判断」は，目標を達成する上で，「優れて

いる」，「相応である」，「問題がある」の3種類で示して

いる。 
 
 「Ⅵ 評価項目ごとの評価結果」は，評価項目ごとに，

「目的及び目標の達成への貢献の状況」，「目的及び目標

で意図した実績や効果の状況」として，活動の分類ごと

の状況を総合的に判断して，当該評価項目全体の水準を

以下の5種類の「水準を分かりやすく示す記述」を用い

て示している。 

・十分に（貢献して又は挙がって）いる。 

・おおむね（貢献して又は挙がって）いる。 
・相応に（貢献して又は挙がって）いる。 

・ある程度（貢献して又は挙がって）いる。 

・ほとんど（貢献して又は挙がって）いない。 

 なお，これらの水準は，当該大学等の設定した目的及

び目標に対するものであり，大学等間で相対比較するこ

とは意味を持たない。 

また，評価項目ごとに，当該大学等の活動において特

徴あるとみなされる点等を，「特に優れた点及び改善を

要する点等」として記述している。 
 

 「意見の申立て及びその対応」は，評価結果に対する

意見の申立てがあった大学等について，その内容とそれ

への対応を併せて示している。 
 
４ 本報告書の公表 
 本報告書は，大学等及びその設置者に提供するととも
に，広く社会に公表している。
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Ⅰ 対象機関の概要 
※ 大学等から提出された自己評価書から転載 

 

１ 機関名：佐賀大学（以下「本学」という。） 

２ 所在地：佐賀県佐賀市 

３ 学部・研究科・附置研究所等の構成 

（学部）文化教育，経済，理工，農 

（研究科）教育学，経済学，工学系，農学，鹿児島大学 

連合農学 

（関連施設）科学技術共同開発センター，海浜台地生物 

生産環境センター，総合分析実験センター，学術情報処 

理センター，留学生センター，低平地研究センター，海 

洋エネルギー研究センター，ベンチャー・ビジネス・ラ 

ボラトリー，シンクロトロン光応用研究センター，文化 

教育学部附属学校（園），経済学部地域経済研究センター， 

農学部附属資源循環フィールド科学教育研究センター 

４ 学生総数及び教職員総数 

（学生総数）：学部 5,607 人，大学院 843 人（連合農学

28 人・外数） 

（教員総数）：416 人 

（教員以外の職員総数）274 人 

５ 特徴 

本学は，国際社会に開かれた大学として外国の大学と

の学術交流協定締結，教職員の国際交流及び留学生の受

入れを推進している。留学生及び外国人研究者を受け入

れる際，最も困難な宿舎の問題を解決するため，平成元

年度に国際交流会館を設置した。平成 12 年度に留学生

センターが設置されるとともに留学生課が設置され，本

学の国際化への大きな弾みとなり，国際社会との連携が

一段と活発になってきた。平成 13 年度には研究協力課

が設置され，学部，研究科の国際交流や各種センター等

の国際的な活動に対する支援体制が整備された。 

本学では，低平地研究センターが国際低平地研究協会

を設立して国際活動を行っているが，他のセンターにお

いても，それぞれの研究分野において外国との共同研究，

シンポジウムの開催等を積極的に実施している。 

本学では，平成 2 年度に国際交流事業等を推進するた

め「佐賀大学学術振興事業基金」を設立して 3 億円の浄

財を集め，その利息を活動費に当てている。 

また，佐賀県下の高等教育機関に在籍する留学生の援

助を目的として，平成 11 年に佐賀大学の教職員が中心

となった「佐賀地域外国人留学生援助会」が発足し，積

極的に支援活動をしている。 

Ⅱ 目的 
※ 大学等から提出された自己評価書から転載 

 

 本学は，学則第 1 条において「・・・高度の学術的研

究を行うとともに，民主社会の市民としての創造的な知

性と豊かな人間性を備え，かつ，深い専門知識を有する

国際的人材を育成し，学術文化の進展及び地域の発展に

寄与することを目的とする」ことを明記し，地域社会，

国際社会に開かれた大学として，異文化，多様な価値観

を理解し，創造的で豊かな人間性を備え，専門的知識と

課題探求能力を持つ高度専門職業人を育成し，人文・社

会・自然科学のバランスのとれた学際的・総合的な国際

水準の学問研究の積極的推進を通して，21 世紀の「真に

豊かな社会」づくりに貢献することを使命としている。 

この使命を果たすために，以下の目的を定める。 

1 国際社会の学術文化の発展への貢献 

外国の大学との学術交流協定締結を推進し，研究者・

教員の海外での調査研究等の機会や国際会議への参加を

増やすと同時に，海外の研究機関からの研究者の受入れ

を推進し，外国人研究者や外国人教員を採用して相互交

流を深め，国際会議やシンポジウムを主催して世界水準

の研究を推進し，その成果を発信して，国際社会の学術

文化の発展に寄与する。 

2 国及び地方自治体の国際交流・貢献への寄与 

国や地方自治体が行う開発途上国への国際協力事業等

に，本学独自の文化・社会・科学技術分野の知の蓄積を

生かした，国際貢献を推進することにより，国及び地方

自治体の国際交流・貢献に寄与する。 

3 地域社会の国際化への貢献 

国際レベルの研究及び国際交流によって得られた成果

を地域に還元し，留学生の地域社会との交流を通して地

域の国際化に貢献する。 

4 教育の国際化及び国際貢献 

学則に示した「国際的人材の育成」は，国際的な教育

システムの構築，国際レベルの教育の実践，留学生の受

入れや日本人学生の外国の大学への派遣等によって達成

される。国際水準の研究成果を教育に生かし，新しい外

国語教育法，国際的教育システム及び評価システムを積

極的に導入するとともに，短期留学プログラムの開設，

国際環境科学特別コース等の英語によるプログラム等の

教育システムを充実して留学生の受入れを推進し，日本

人学生の海外派遣の拡大をすることにより，教育の国際

化及び国際貢献を図る。 
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Ⅲ 国際的な連携及び交流活動に関する目標 
※大学等から提出された自己評価書から転載 

 

本学が真に国際社会に開かれた大学として個性ある大

学を実現するために以下の目標を掲げる。 

1 教職員・研究者の交流の推進 

真に国際社会に開かれた大学であるためには，教職

員・研究者の双方向の活発な交流が不可欠である。また，

本学独自の国際交流を推進するためには外部資金の導入

が必要である。学術文化の発展と教育の国際化に寄与す

るため以下の項目を一層推進する。 

(1) 教職員・研究者の派遣の拡大 

(2) 外国人研究者の積極的受入れ 

(3) 外国人教員・研究員の積極的任用 

(4) 競争的資金や奨学寄附金などの外部資金の導入 

2 学術交流協定締結の推進 

研究者間の国際交流促進のためには外国の大学と学

術交流協定締結を積極的に行うことが大切である。研究

交流は年々グローバル化しており，幅広く外国の諸大学

との交流を積極的に行うため以下の項目を一層推進する。 

(1) アジアの大学との学術交流協定締結の拡大 

(2) 欧米の大学との学術交流協定締結の拡大 

3 外国の大学等との共同研究，国際会議・シンポジウ

ムの開催・参加及び開発途上国への国際協力の推進 

 学術交流協定を結ぶには学生の交流とともに，共同研

究を通して外国人研究者との信頼関係に満ちた相互交流

の促進と辛抱強い努力の積み上げが必要である。 

国際会議等を主催して世界水準の研究を推進するとと

もに，開発途上の国々へ本学独自の顔の見える国際貢献

を果たすため以下の項目を推進する。 

(1)  外国の大学等との共同研究の拡充 

(2)  国際会議・国際シンポジウムの開催・参加 

(3)  国・地方自治体が行う国際協力事業への参加 

(4)  開発途上国への顔の見える国際貢献 

(5)  国際的研究会の組織化 

(6) 国際的論文集（定期）の刊行 

4 留学交流（受入れ・派遣）の推進 

本学の理念である「国際的人材の育成」のもと「大学

教員１人に留学生１人受入れ」（約 400 人の留学生）と

本学学生の留学派遣の拡充を図るため以下の項目を一層

推進する。 

(1) 留学生の受入れ 

(2) 学生交流協定締結 

(3) 英語による授業「特別プログラム」の充実 

(4) 本学学生の海外留学（国際人の育成）の拡充 

(5)  海外の大学への情報の提供 

(6) 留学フェアへの参加 

5 留学生の教育支援体制の整備・充実 

外国の大学との学術交流協定締結の拡大と並行して

種々の留学生の要求に対応した教育制度を設けて留学生

を受け入れる努力が必要である。種々のニーズを有する

留学生への教育支援のため以下の項目を一層推進する。 

(1) 留学生のニーズに合った教育プログラムの充実 

(2) 留学生教育相談体制の確立・充実 

(3) 指導教員・チューター制度の充実 

6 留学生の生活基盤の整備・充実 

留学生が心置きなく勉学に打ち込め，安心して暮らせ 

るように留学生の生活環境を整備する必要がある。その

ためには，奨学金の確保や留学生用宿舎の確保等の諸施

策を着実に実施しなければならない。留学生の生活基盤

の安定のため以下の項目を一層推進する。 

(1) 公営・民営宿舎の確保 

(2) 地方自治体・民間企業による奨学金の拡充 

(3) 保証人・保険制度の充実 

(4) 佐賀県地域留学生支援制度の確立 

7 留学生の地域との交流の推進 

留学生の地域との交流，イベントの開催・参加等を通

して佐賀県及び近隣地域の国際化の進展に貢献できるよ

う以下の項目を一層推進する。 

(1) 留学生と地域との連携強化 

(2) 留学生の小･中・高校の国際理解教育への協力・参

加 

(3) 国際交流イベントの主催・参加 

8 帰国留学生のフォローアップ及びネットワークの確 

立 

本学を卒業・修了した優秀な留学生には世界的な場に

おける産業界，官界，学界の主要なポストでの活躍が期

待される。留学生間の連帯を深め，更に将来の留学生受

入れ及び派遣に寄与することを目的として以下の項目を

推進する。 

(1) 卒業・修了生の名簿の整理 

(2) 帰国者名簿の作成・充実とネットワークの確立 
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Ⅳ 対象となる活動及び目標の分類整理表 
※大学等から提出された自己評価書から転載 

 

活動の分類 「活動の分類」の概要 対象となる活動 
対 応 す る

目標の番号

(1)教職員・研究者の派遣 1(1) 
(2)外国人研究者の受入れ 1(2) 
(3)外国人教員・研究員の任用 1(3) 
(4)各種外部資金の導入 1(4) 

教職員等の

受入れ・派

遣 

国際的に通用する高度な学術研究を行い，世界の学

術文化の発展に寄与するため，研究者間の国際交流を

促進する。そのため，外国の大学との学術交流協定締

結を積極的に推進し，教員の海外での調査研究等の機

会を増やすと同時に海外の研究機関から研究者を受

入れ，外国人教員の任用を促進する。また，外部資金

の導入を図り，研究者の受入れ・派遣を促進する。 

(5)学術交流協定締結 2(1)～(2) 

(6)留学生の受入れ 4(1) 
(7)学生交流協定締結 4(2) 
(8)教育特別プログラムの充実 4(3) 
(9)本学学生の留学派遣 4(4) 
(10)留学希望者への情報活動 4(5)～(6) 
(11)留学生に対する各種支援 5(1)～(3),  

6(1)～(4) 
(12)留学生の地域との交流支援 7(1)～(3) 

教育・学生

交流 
教育・学生交流においては，広く世界に開かれた国

際交流推進のため，留学生の日本語・日本事情の教育，

大学院入学前予備教育，総合的な日本語教育，短期留

学プログラムの実施，留学生の受入れ施策の立案と実

施，海外留学希望者の指導助言，協定校との短期留学

の推進，海外語学研修，及び地域社会との留学生交流

などの教育研究，指導を行い，教育の国際化と真の国

際人の育成を図る。また，本学を卒業・修了した留学

生の名簿を作成し，留学生のフォローアップとネット

ワーク作りを推進する。 (13)留学生のフォローアップ及

びネットワークの確立 
8(1)～(2) 

(14)国際会議・国際シンポジウム

の開催 
3(2) 

(15)国際会議・国際シンポジウム

への参加支援 
1(1) 

国際会議等

の開催・参

加 

海外の研究者との交流を図るとともに，世界の研究

の中心となり，一線の研究情報を収集して国際水準の

研究を推進するために国際会議やシンポジウムを定

期的に開催し，参加する。 
また，国際会議等の開催や国際会議等への参加を積

極的に支援する。 
(16)国際的研究会の組織化 3(5)，(6) 

(17)外国の大学等との共同研究 3(1)，(6) 
(18)インド国立海洋技術研究所

との共同研究 
3(4) 

国際共同研

究の実施・

参画 

学術交流協定を結ぶためには学生の交流とともに，

共同研究を通して外国人研究者との信頼関係に満ち

た相互交流を促進し，辛抱強い努力を積み上げること

が大切である。本学はこれまで蓄積した本学の知力，

人力，技術力を活用してインドやパラオ共和国におい

て共同研究を実施している。   

(19)パラオ共和国資源開発省エ

ネルギー計画部との共同研究 
3(4) 

(20)国・地方自治体が行う国際協

力事業への参加 
3(3) 開発途上国

等への国際

協力 

 本学は，地理的にもまたこれまでの交流において

も，特にアジアに軸足をおきこれらの国々との交流を

通して相互理解を深め，アジア諸国の発展に貢献する

とともに，貢献できる人材の育成に努めてきた。さら

にこれらの国々へ，国・地方自治体が行う技術協力事

業へ参加し，専門家を派遣するとともに本学独自の顔

の見える国際貢献を推進する。 

(21)本学独自の科学技術力によ

る国際貢献 
3(4) 
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Ⅴ 活動の分類ごとの評価結果 
 

１ 教職員等の受入れ・派遣 
 

実 施 体 制 

実施体制の整備・機能 国際交流委員会は，国際交流に

関する基本方針について検討しており，教職員の受入

れ・派遣に関わる外国の大学等との学術交流の協定及び

研究者交流に関し審議している。同委員会は，副学長（研

究・企画担当），各学部代表者，留学生センター運営委員

会委員長により構成され，各学部代表者を通じて学部と

の連携を図っている。委員会の事務については，研究協

力課が担当している。 
外国人研究者受入れや海外への派遣者の決定など具体

的な事項については，各学部教授会及び各センター運営

委員会で審議・決定している。 
各種外部資金のうち，共同研究費と受託研究費の導入

については，科学技術共同開発センターが，企業，自治

体等への窓口として活動している。 
以上から，この観点の状況は目標に照らして相応である。 

活動目標の周知・公表 教職員の受入れ・派遣の一層の

充実，外国人教員の採用の促進，国際交流協定の拡充と実

質化等の国際交流の基本方針を定めた「21 世紀初頭の佐

賀大学の在り方について」を発行し，全教職員に配布して

周知している。また，学外に対しては，佐賀県教育委員会

主催高校長との懇談会，副学長が県内高校で講演する際に

生徒，保護者，教職員等への配付並びに市内の中心街に設

置した「佐賀大学地域貢献推進室分館」及び鳥栖市定住・

交流センター内に設置した「佐賀大学 TOSU サテライト」

への配架などにより，これまでに約 1,100 部を配付してい

る。この他に，大学のウェブサイトにも掲載している。  
以上から，この観点の状況は目標に照らして相応である。 

改善システムの整備・機能 「21 世紀初頭の佐賀大学の

在り方について」のアクションプランにおいて策定され

ている「教員の海外派遣の機会の拡充」等の計画につい

て国際交流委員会で検討し，その検討・実施状況等を，

毎年度末までに学長に報告している。報告を受けた学長

は，それぞれの進捗状況を把握し，必要に応じて当該委

員会へ提言を行う。国際交流委員会からのアクションプ

ランの報告に基づき改善された事例として，金利低下に

よる学術振興事業基金からの助成金の減少に対応するた

め，当分の間若手教員の海外派遣事業に集中化すること

を学長が提案し，実施されたことが挙げられる。 
教職員の受入れ・派遣の個別実績，外部資金の導入状

況に関しては，研究協力課が統計を作成し，佐賀大学概

要で公表しており，各学部や各センターは，これらに基

づき国際交流などの項目について自己点検・評価を行う

とともに，外部評価も実施している。自己点検・評価及

び外部評価の結果は，冊子として公表し全教員に周知し，

教授会，国際交流委員会，評議会等で改善策を審議し，

その実施を図っている。理工学部においては，これまで

外部評価を 2 回実施したが，1 回目に指摘された事項の

改善状況を 2 回目の外部評価委員会で報告している。 
以上から，この観点の状況は目標に照らして優れている。  

 

活動の内容及び方法 

活動計画・内容 「21 世紀初頭の佐賀大学の在り方につ

いて」のアクションプランにおいて策定された計画につ

き，事項に応じて 3 期に区分され遅くとも平成 20 年ま

でに完了することとされている。教職員の受入れ・派遣

に関しては，教員の海外派遣の機会の拡充，海外からの

研究者の受入れ環境の整備（平成 13 年度～平成 20 年度），

若手教員の海外派遣支援制度の確立（平成 13 年度～平

成 14 年度），半年から１年の短期研究員招聘制度の確立

（平成 13 年度～平成 14 年度）などが計画されており，

これらの活動を実際に担当する部局等において具体的な

実施計画を策定している。 
以上から，この観点の状況は目標に照らして相応である。  

活動の方法 教職員の受入れ・派遣に関する公的支援制

度については，外国人特別研究員（日本学術振興会）や

文部科学省在外研究員制度などが活用されており，大学

のウェブサイトで募集案内を行い，応募用紙のダウンロ

ードが出来るようにしている。 
教職員の受入れ・派遣に関する助成制度としては，佐

賀大学学術振興事業基金を設置している。昨今の経済不

況により，平成 14 年度は活動を休止したが，平成 15 年

度からは，若手教員の海外派遣事業への助成に集中化し

て活動している。 
教員の私費留学研修を認めており，留学研修中の講義，

演習，実習，卒業研究指導等は派遣教員が所属する講座

が責任を持ち，学内委員等については学科，学部単位の

代理者が実務を行っている。 
外部資金の導入については，年々増加の傾向にあり，

中でも科学研究費補助金の増加が目立つが，教職員の派

遣・受入れの大きな基盤である奨学寄付金の受入額は，

経済不況の影響を受けて横這いで推移している。 
学術交流協定締結については，平成 12 年度より，部

局単独での十分な交流実績があれば大学間交流協定を締

結できることと改めたことにより，大学間交流協定締結

までの時間が短縮され，締結校数の増加に繋がっている。 
以上から，この観点の状況は目標に照らして優れている。  
 

活動の実績及び効果 

活動の実績 教員の派遣は，平成 10 年度以降，244，252，
287，300，303 名と推移しており，増加傾向である。ま

た私費での渡航が多く，過去 5 年間では約 37%が私費で
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渡航している。文部科学省在外研究員制度等の公的支援

制度を用いた派遣については，平成 10 年度以降，9，12，
10，15，12 名と推移している。 

外国人研究者の受入れは，年々増加の傾向にあり，平

成 10 年度以降，51，64，59，86，130 名と推移してい

る。外国人教員は，毎年度 10～16 名程度が在任してお

り，外国人研究員は，毎年度 1 名を任用している。 
現在の学術交流協定締結件数は 74 件（大学間 29，部

局間 45）であり，平成 10 年度以降の締結は 43 件（ア

ジア 33，欧州 8，米国 1，オセアニア 1）である。 
以上から，この観点の状況は目標に照らして優れている。 

活動の効果 教職員の受入れ・派遣においては，長期，

短期の研究留学の成果，受入れ研究者の満足度等の質的

調査に関してデータが不十分であり，具体的な効果は不

明ではあるが，実績の多くが増加傾向であり，そのため

の有効な活動方法が採られていることなどから，「国際社

会の学術文化の発展への寄与」との目的の達成に貢献し

たと推測される。 
以上から，この観点の状況は目標に照らして相応である。  

 

２ 教育・学生交流 
 

実 施 体 制 

実施体制の整備・機能 教育・学生交流については，平

成 12 年度に留学生センターが設置され，学生交流協定

締結，留学生の受入れ，奨学金，宿舎の選考，短期留学

派遣学生の選考などを行っている。留学生センター運営

委員会は，センター長，センター専任教員 5 名，各学部

の代表者 8 名，留学生専門教員 4 名で構成され，毎月一

回程度開催されている。 
教育特別プログラムの充実に関する実施体制について

は，短期留学プログラムのカリキュラム編成及び学生の

受入れを行う短期留学プログラム実施委員会と，国際環

境科学特別コース（英語特別コース）のカリキュラム編

成，学生の受入れ，奨学金の選考などを行う特別コース

運営委員会が設置されている。  
教育・学生交流に関する事務組織については，留学生

課が担当しており，留学生のフォローアップ及びネット

ワーク確立のための情報収集，留学派遣・海外語学研修

希望者の募集，留学等派遣手続きを行っている。 
以上から，この観点の状況は目標に照らして相応である。 

活動目標の周知・公表 教育・学生交流における活動目

標に関しても，「21 世紀初頭の佐賀大学の在り方につい

て」において，留学生の受入れ及び派遣の拡充（地域や

人数のバランスを考えた双方向の交流を活発にする。），

短期留学プログラムの導入と国際環境科学特別コースの

定員枠の拡大，国際的学年暦の採用等について具体的に

記載されており，学内外に対して周知されている。 
以上から，この観点の状況は目標に照らして相応である。  

改善システムの整備・機能 「21 世紀初頭の佐賀大学の

在り方について」のアクションプランにおいて策定され

ている「留学生の積極的な受入れ」などの計画について

留学生センター運営委員会で検討し，その検討・実施状

況等について，毎年度末までに学長に報告している。報

告を受けた学長は，それぞれの進捗状況を把握し，必要

に応じて，当該委員会へ提言を行っている。 
毎月開催する留学生センター運営委員会は，年度当初

に定めた目標計画の実施に関する点検・評価を行い，諸

活動の改善を行っている。その結果は，留学生センター

ホームページ，「留学生センターニュース」，「留学生セン

ター紀要」で総括し，公表している。 
平成 11 年度には，特別コース運営委員会がプロジェ

クトチームを編成し，国際環境科学特別コース（英語特

別コース）に関して，教員，特別コース在籍者，修了生

外国の大学・研究所に対してアンケートを行い，選抜方

法，カリキュラム，留学生支援，プログラム，講義，大

学の設備，日常生活，成果等の事項について点検・評価

を実施し，「国際環境科学特別コースの教育及び選抜方法

等の改善に関する調査研究報告書」で結果を公表した。 
平成 12，13 年度に行った帰国留学生に関する調査を

基に，「アジアにおける国際的リカレント教育推進のため

の基礎的研究－留学生に対する生涯学習システムの構築

に関する研究－」を公表し，修了生の目から見た教育制

度，学習支援制度等の問題点を明らかにするとともに，

帰国留学生と大学との今後の連携策を提言している。 
以上から，この観点の状況は目標に照らして優れている。  
 

活動の内容及び方法 

活動計画・内容 「21 世紀初頭の佐賀大学の在り方につ

いて」のアクションプランにおいて計画が策定されてお

り，事項に応じて 3 期に区分され遅くとも平成 20 年ま

でに完了することとされている。教育・学生交流に関し

ては，留学生の積極的な受入れ，学生の海外派遣の拡充

（双方向的な国際交流）（平成 13～ 20 年度），留学生の

帰国後のフォローアップ及び卒業生のネットワークづく

り（平成 13～17 年度），学部レベルの短期留学プログラ

ムの実施（平成 13～ 14 年度），留学生支援（住宅支援

を含む）の促進（平成 13～ 17 年度）などが計画されて

おり，これらの活動を実際に担当する部局等において具

体的な実施計画を策定している。 
以上から，この観点の状況は目標に照らして相応である。  

活動の方法 教育特別プログラムとして，短期留学プロ

グラム（SPACE），国際環境科学特別コースの学生に対

する英語による教育プログラム，国費による大学院入学

前予備教育としての日本語研修コース，特別コースに在

籍する留学生及びその家族のための日本語クラス，

SPACE 留学生用日本事情，工学系研究科における日本

語，日本事情講義（単位として認定）などを行っている。 
海外留学拡充のために，語学研修制度を設け，約 4 週

間，学生をアメリカ，中国，韓国の各協定大学に派遣し

ており，研修後は，共通基礎教育科目の外国語単位とし
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て認定している。また，学生交流協定校との単位互換授

業料不徴収を含む覚書の締結を促進しており，留学希望

が多い欧米地域における協定大学との協議を進めている。 
留学生の受入れ推進のために，留学フェア・進学説明

会への参加，英文による大学案内及び入学案内のウェブ

サイトへの掲載を行っている。留学生教育相談体制とし

て，留学生センターの留学生指導担当教官が学部の留学

生専門教育教官と連携して，留学生の修学・生活指導に

取り組んでいる。 
外国人留学生の宿舎として国際交流会館が設置されて

おり，経済事情を考慮し，私費留学生を優先的に入居さ

せている。その他に，学生寮の利用，公営住宅や地域企

業の社員寮の利用，民間資本による留学生宿舎の建設な

どが行われている。また，佐賀地域外国人留学生援助会

による住宅総合保障加入保険料の一部負担支援などが行

われている。 
以上から，この観点の状況は目標に照らして優れている。  
 

活動の実績及び効果 

活動の実績 留学生の受入れについては，平成 10 年度

以降，205，227，245，275，273 名と推移しており，

増加傾向である。留学生受入れの目標である「教員 1 人

に留学生 1 人受入れ」（約 400 人の留学生）に対する達

成度は約 65％である。 
正規の手続きを経て海外の大学等に派遣している学生

は，平成 10 年度以降，16，22，22，21，21 名と推移し

ており，受け入れた留学生の 1 割以下である。学生の国

際化を促進するため，海外派遣への取組の一層の充実が

必要であり，その対応として，平成 16 年度より

US.UMAP の学生交流への参加が予定されている。 
学生交流協定による受入れは，平成 10 年度以降，4，

6，10，23，28 人，留学派遣は 1，4，13，10，11 人と

推移している。平成 11 年度から学術交流協定校が主催

する語学研修には 20 人前後が参加している。 
以上から，この観点の状況は目標に照らして相応である。  

活動の効果 平成 12～13 年の 2 年間にわたり，「アジア

における国際的リカレント教育推進のための基礎的研究

－留学生に対する生涯学習システムの構築に関する研究

－」を実施し，留学後帰国した元学生の意識調査と研究

フォローアップを行い，アンケート結果として 16 人中

11 人が佐賀大学での留学を「どちらかといえば成功」と

回答し，「佐賀大学で学習する機会があれば再度訪日した

いか」との問いに対して 14 人が「ぜひ行きたい」と回

答した。このことから，当該大学への留学経験は，満足

度の高いものであったと言える。 
交流協定校へ留学した者のうち 5 人が，卒業後に中学

又は高校の英語教員となっており，また，大学院へ 4 人

が進学し，研究の場での語学力や国際交流により築いた

ネットワークを有効に活用している。 
以上から，この観点の状況は目標に照らして優れている。  

 

３ 国際会議等の開催・参加 
 

実 施 体 制 

実施体制の整備・機能 国際会議等の開催については，

学会主催が多く，大学主催の国際会議は，学術交流協定

校との共催，地域課題，大学重点課題に限られており，

先端的・地域的課題の研究を目的とする，海洋エネルギ

ー研究センター等の各センターが，研究成果の発信や，

世界の研究者との交流のために，国際会議を主催する。 
低平地研究センターは，42 名の外国人会員（全会員

72 名）が参加する国際低平地研究協会を結成し，2 年に

1 度開催するシンポジウムの主催団体となっている。ま

た，外国人研究者の多数の参加を得て編集委員会を組織

し，国際的論文集の定期刊行を行っている。 
国際会議等への参加については，教職員の派遣と同様

の実施体制である。 
以上から，この観点の状況は目標に照らして優れている。  

活動目標の周知・公表 低平地研究センターが運営する

国際低平地研究協会は，活動方針や活動内容等をウェブ

サイトで公表している。また，国際会議開催の際には，

論文募集，参加受付，プログラム発表等を行うサイトを

設置し，インターネットを通じた手続きを可能としてい

る。同様に，海洋エネルギー研究センターも各組織の活

動目標と同時に，国際会議案内，会議録，共同声明等を

ウェブサイトに掲載し，成果を世界に発信している。個

別国際会議の開催及び参加支援については，各組織，個

人の計画にゆだねられ，組織ごとに対応しているため，

大学としての活動目標の周知・公表は行っていない。 
以上から，この観点の状況は目標に照らして相応である。  

改善システムの整備・機能 国際会議等開催の中核組織

である各センターは，国内外からの会議参加者数，発表

論文数，収支決算などの項目につき毎年自己点検評価を

行うとともに，2～4 年に一度外部評価をうけ，評価結果

に対する判断を仰いでいる。この改善に向けた検討結果

は，次回の国際会議開催において反映されることとなる。 
各学部やセンターにおいて，自己点検・評価項目とし

て国際会議参加者数をあげ，外部評価を受け，改善に努

めている。理工学部においては，学生による論文発表数，

国際会議での発表形態等に関する統計を蓄積する必要性

が指摘されており，学部長を中心に次回の外部評価まで

に改善を実施する。 
以上から，この観点の状況は目標に照らして相応である。  
 

活動の内容及び方法 

活動計画・内容 国際会議の開催・参加については，大

学としての目標達成に向けた年次計画等は，策定されて

いないが，個別国際会議の開催・参加等の実施計画につ

いては，各部局の教授会，運営委員会で審議・承認され，

その実施計画に従い，学長裁量経費から資金を獲得し，
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活動を行っている。 
以上から，この観点の状況は目標に照らして相応である。  

活動の方法 国際会議等の開催において，経済学部は，

毎年「日韓中・国際学術交流シンポジウム」（日韓で交互

開催）を開催し，海浜台地生物生産研究センターは，日

韓国際シンポジウム又は海浜台地国際シンポジウムのい

ずれかを年１回開催する。低平地研究センターが運営す

る国際低平地研究協会は，低平地における環境，防災，

地域計画等に関する国際会議を 2 年に 1 度開催する。 
国際的論文集（定期）の刊行については，国際低平地

研究協会が年 2 回英文の学術雑誌「Lowland Technology 
International」を発刊している。 

以上から，この観点の状況は目標に照らして相応である。  
 

活動の実績及び効果 

活動の実績 国際会議等の開催実績は，平成 10 年度以

降，2，3，3，2，5 件と推移しており，参加実績につい

ては，平成 10 年度以降，147，146，153，158，169 件

と推移している。 
平成 15 年 3 月に開催された「第 3 回世界水フォーラ

ム」のプレイベントとして，「自然エネルギーを用いた海

水淡水化に関するフォーラム in Palau」，「自然エネルギーを

用いた海水淡水化に関するフォーラム in 佐賀」，「低平地の

水環境に関するフォーラム in 佐賀」の 3 つの会議が開催さ

れており，海水淡水化に関する両会議には島嶼国を中心

とした 8 か国の大統領，閣僚，政府関係者が出席し，プ

レフォーラムにおける成果を各分科会場で発表している。 
以上から，この観点の状況は目標に照らして相応である。  

活動の効果  国際会議等の開催の波及効果としては，平

成 10 年に開催した日仏韓研究集会「ファジィ解析とそ

の周辺Ⅱ」での交流をきっかけに，平成 12 年 2 月に釜

山大学校との大学間交流協定の締結に繋がっている。 
国際会議等への参加の波及効果としては，理工学部の

教員が学会に参加してポーランドの研究者と知り合い，

文部科学省主催の日本－ポーランド研究交流プログラム

に発展した例がある。 
以上から，この観点の状況は目標に照らして相応である。  

 

４ 国際共同研究の実施・参画 
 

実 施 体 制 

実施体制の整備・機能 国際共同研究は，研究者間の個

人的研究交流から発展し，大学間及び学部間学術交流協

定を締結し継続的かつ組織的に実施される共同研究と，

交流協定締結校以外の大学等の研究者との共同研究があ

り，事務体制としては，研究協力課が，日本学術振興会

の応募申請，文部科学省の国際シンポジウム開催経費要

求などの支援業務を行っている。 
インド国立海洋技術研究所及びパラオ共和国資源開発

省エネルギー計画部との共同研究については，海洋エネ

ルギー研究センターが実施主体となり，研究協力課が大

学全体の関係機関との検討・調整及び文部科学省との関

連事項の検討・調整を行い，活動支援の役割を担っている。 
以上から，この観点の状況は目標に照らして相応である。  

活動目標の周知・公表 国際共同研究の実施・参画に関

する活動目標については，「21 世紀初頭の佐賀大学の在

り方について」において学内外に周知・公表している。  
センターにおける共同研究開発計画は，各センターのウ

ェブサイトやパンフレット等で広く公開しているが，英

語版による情報の発信については，研究内容の簡便な照

会にとどまっており，活動の受け手である外国人研究者

に対する周知という点では十分ではない。 
以上から，この観点の状況は目標に照らして相応である。  

改善システムの整備・機能 理工学部，農学部において

は数年に一度，自己点検評価書を発刊し，国際共同研究

の実績を公表し，組織的に改善に向けて取り組んでいる。

文化教育学部においては，自己点検評価や外部評価によ

り活動実績の把握は行っているが，これらを活かした組

織的な改善に向けての体制は整備されてなく，問題があ

るとまでは言えないが，改善に向けた体制が必要である。

経済学部は，委員会を組織し検討段階である。 
各センターにおける共同研究に関しては，年度ごとの

自己点検評価，数年おきに実施している外部評価におい

て，その成果を評価し，改善に取り組んでいる。 
個人間の共同研究は，実績の公表に留まっており，改

善へ向けた体制が望まれる。 
以上から，この観点の状況は目標に照らして相応である。  

 

活動の内容及び方法 

活動計画・内容 「21 世紀初頭の佐賀大学の在り方につ

いて」のアクションプランにおいて計画が策定されてお

り，国際共同研究に関しては，研究促進措置の改善（平

成 13～ 20 年度），科学研究費補助金の積極的な導入の

工夫（応募率，採択率向上）（平成 13～14 年度）などが

計画されており，これらの活動を実際に担当する部局等

において具体的な実施計画を策定している。 
以上から，この観点の状況は目標に照らして相応である。  

活動の方法 シンクロトロン光応用研究センター，低平

地研究センターは，東アジアの大学，研究機関との連携

を強化し，それぞれの研究分野に関わる共同研究体制を

構築している。 
経済学部が毎年開催している日韓中・国際学術交流シ

ンポジウムの研究成果に関して，講演内容，討議等を再

整理し，共同研究の成果として平成 13，15 年の 2 回，

佐賀大学経済論集別冊を刊行している。 
海洋エネルギー研究センターは，研究拠点として伊万

里市に海洋エネルギーに関連した複合的な実験施設を新

築し，平成 14 年度の「21 世紀 COE プログラム」に採

択されたことで，5 年間に渡る安定した資金を獲得して

いる。 
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低平地研究センターは，生物系特定産業技術研究推進

機構が募集した競争的資金に応募し，採択され，研究資

金（全体枠で 2.1 億円）を獲得している。 
以上から，この観点の状況は目標に照らして優れている。  

 

活動の実績及び効果 

活動の実績 国際共同研究の実績については，平成 10
～14 年度の間に計 150 件の実施が把握されており，そ

のうち農学部における年次別変化は，6，8，12，5，2
と推移しているが，経済学部等のデータが把握されてな

いため全学の年次別変化については不明である。ただし，

判明しているデータの範囲では問題はない。 
インド国立海洋技術研究所と締結した海洋温度差発電

の共同開発計画の覚書に従い，共同研究が実施されてお

り，現在第 1 段階が進行中で，実証プラントの建設，設

置が完了し，平成15年9月に実証実験に入る予定である。

また，パラオ共和国資源開発省エネルギー計画部と学術研

究交流協定覚書を締結し，共同研究開発を実施している。 
以上から，この観点の状況は目標に照らして相応である。  

活動の効果 国際共同研究の成果としては，過去 5 年間

に発表された論文のうち大学が把握しているものは 193
件である。特に理工学部においては共同研究の実施件数

67 件に対して 125 件の論文が発表されており，他学部

に比べ共同研究についての論文発表件数が多い。パラオ

共和国資源開発省エネルギー計画部との共同研究におい

ては，パラオ共和国で開催された南太平洋エネルギー会

議で，研究成果の紹介，説明などを行い，パラオの教育

機関でも学生向けの講演会を開催しており，開発途上国

への国際貢献がなされている。 
以上から，この観点の状況は目標に照らして優れている。  

 

５ 開発途上国等への国際協力 
 

実 施 体 制 

実施体制の整備・機能 国・地方自治体が行う国際協力

事業への参加については，資金の確保，生活支援等の業

務を公的機関が行うため，大学としての特別な支援体制

は整備していない。 
JICA（国際協力機構）と佐賀大学との共同事業として，

「インドネシア情報技術及び高等教育行政」国別特設研

修を実施しており，研修のための受入れに関して，研究

協力課が支援業務を行っている。 
以上から，この観点の状況は目標に照らして相応である。  

活動目標の周知・公表 5 年間にわたる「インドネシア

情報技術及び高等教育行政」に関する研修プロジェクト

の実施にあたっては，担当者がその趣旨や教育研究上の

利点等を十分理解する必要があるため，実施組織と大学

との十分な討議の基に，活動の趣旨の周知を図っている。 
以上から，この観点の状況は目標に照らして相応である。  

改善システムの整備・機能 国・地方自治体が行う国際

協力事業への参加については，公的機関が実施したアン

ケート調査等により，研修内容，プログラムの並び，実

習等が十分であるか，英語伝達能力などについて状況を

把握し，問題があれば，担当教員がプログラム内容変更

等の改善を図ることとなっている。 
インドネシア情報技術及び高等教育行政に関する研修

においては，アンケートが行われ，研修内容の適切性等

や講師に関する評価について調査し，分析している。 
以上から，この観点の状況は目標に照らして相応である。  
 

活動の内容及び方法 

活動計画・内容 過去 5 年間においては，要請に基づい

た受動的な国際協力が中心であり，大学で独自に活動計

画を策定して活動することはなかったが，要請のあった

研修員等の受入れについては，できる限り受け入れる方

針であった。今後は，「顔の見える国際貢献」として，大

学が主体的に企画立案し，資金を用意して研修等を実施

することが，想定されている。 
以上から，この観点の状況は目標に照らして相応である。 

活動の方法 国・地方自治体が行う国際協力事業への参

加については，佐賀県，文部科学省，JICA 等の要請に

基づき研修員の受入れや専門家として教員の派遣を行っ

ている。 

インドネシア情報技術及び高等教育行政に関する研修

は，その期間が 1 か月に及ぶことから，担当者の教育研究

上の負担軽減のため，他の教員が職務をサポートしている。 
以上から，この観点の状況は目標に照らして相応である。  

 

活動の実績及び効果 

活動の実績 佐賀県技術研修員の受入れは，平成 10 年

度以降，0，1，0，4，3 件と推移している。文部科学省，

JICA 等の要請による研修員の受入れは，平成 10 年度以

降，0，1，0，0，2 件と推移している。JICA 等の要請

による専門家の派遣は，平成 10 年度以降 0，3，1，4，
7 件と推移している。 

「インドネシア情報技術及び高等教育行政」国別特設

研修は，平成 13 年度から毎年度 1 回行われており，2
回の研修が実施されている。平成 13 年度においては，

インドネシアから 11 名の研修生を受け入れて，総時間

70 時間の講義と演習を実施した。 
以上から，この観点の状況は目標に照らして相応である。 

活動の効果 「インドネシア情報技術及び高等教育行政」

国別特設研修については，平成 14 年度の研修終了時に

行ったアンケート調査によれば，「専門の程度」で十分で

ないとするものもいるが，これらの研修生は情報を専門

とするものに多くみられ，情報の専門家と政策立案者が

同時に受講する研修制度によるところが大きい。全体と

しては，良好又は適切とするものが多かった。 
以上から，この観点の状況は目標に照らして相応である。
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Ⅵ 評価項目ごとの評価結果 
 

佐賀大学の「国際的な連携及び交流活動」について，

当該大学の目的及び目標に照らして行った活動の分類

（教職員等の受入れ・派遣，教育・学生交流，国際会議

等の開催・参加，国際共同研究の実施・参画，開発途上

国等への国際協力）ごとの評価結果を，評価項目単位で

整理し，以下のとおり，評価項目ごとの評価を行った。 

 

１ 実施体制 

 

評価は，実施体制の整備・機能，活動目標の周知・公

表，改善システムの整備・機能の各観点に基づいて，目

的及び目標の達成に貢献するものとなっているかについ

て行った。 

 

◇目的及び目標の達成への貢献の状況 
実施体制の整備・機能の観点では，活動の分類「国際

会議等の開催・参加」に関して，定期的な国際シンポジ

ウムの開催に資する国際低平地研究協会の結成などによ

り「優れている」と判断した。その他の活動の分類に関

しては「相応である」と判断した。 

活動目標の周知・公表の観点では，全ての活動の分類

において「相応である」と判断した。 

改善システムの整備・機能の観点では，活動の分類「教

職員等の受入れ・派遣」，「教育・学生交流」に関して，

アクションプランにもられた年次計画についての実施状

況の点検に基づき改善していること，各学部や各センタ

ーにおいて自己点検・評価と外部評価を実施しているこ

と，留学生センター運営委員会が，年度当初に定めた目

標計画の実施に関する点検・評価に基づき改善を行って

いること，帰国留学生に関する調査を基に，帰国留学生

と大学との今後の連携策を提言していることなどにより

「優れている」と判断した。その他の活動の分類に関し

ては「相応である」と判断した。 

 

これらの評価結果から，総合的に判断し，以下の水準

とした。 

 

貢献の程度（水準） 

 目的及び目標の達成に相応に貢献している。 

◇特に優れた点及び改善を要する点等 

低平地研究センターは，外国人研究者（全会員 72 名

中 42 名）や地域の技術者，研究者の参加を得て「国際

低平地研究協会」を結成し，事務局として中核的な役割

を果たしつつ，継続的な国際共同研究や国際会議開催を

可能としており，低平地研究という当該大学の特長を活

かした特色ある実施体制である。 

「21 世紀初頭の佐賀大学の在り方について」のアクシ

ョンプランにおいて策定された年次計画の検討・実施状

況等が，毎年度末までに学長に報告され，報告を受けた

学長は必要に応じて国際交流委員会へ提言を行っている。

この取組により改善された事例として，金利低下による

学術振興事業基金からの助成金の減少に対応するため，

当分の間，若手教員の海外派遣事業に集中化したことが

挙げられる。定期的な活動の点検とそれに基づいた社会

情勢の変化への対応など優れた改善への取組である。 

 

２ 活動の内容及び方法 

 

評価は，活動計画・内容，活動の方法の各観点に基づ

いて，目的及び目標の達成に貢献するものとなっている

かについて行った。 

 

◇目的及び目標の達成への貢献の状況 

活動計画・内容の観点では，全ての活動の分類におい

て「相応である」と判断した。 

活動の方法の観点では，活動の分類「教職員等の受入

れ・派遣」に関して，学術交流協定の締結に際して，部

局単独での交流功績を認めることにより，大学間交流協

定の締結への時間的短縮を図っていること，活動の分類

「教育・学生交流」に関して，教育特別プログラムとし

て短期留学プログラム（SPACE），国際環境科学特別コ

ースの学生に対する英語による教育プログラムなどを設

けて留学生受入れ体制の充実を図っていること，留学生

教育相談体制として，留学生センターの留学生指導担当

教官が学部の留学生専門教育教官と連携して，留学生の

修学・生活指導に取り組んでいること，海外留学拡充の

ために語学研修制度を設け，研修後に共通基礎教育科目

の外国語単位として認定していること，活動の分類「国
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際共同研究の実施・参画」に関して，経済学部が毎年開

催している日韓中・国際学術交流シンポジウムの成果を

佐賀大学経済論集別冊として刊行していること，海洋エ

ネルギー研究センターと低平地研究センターが，それぞ

れ「21 世紀 COE プログラム」や「生物系特定産業技術

研究推進機構が募集した競争的資金」を採択し，安定し

た研究資金を確保していることなどにより「優れている」

と判断した。その他の活動の分類に関しては「相応であ

る」と判断した。 

 

これらの評価結果から，総合的に判断し，以下の水準

とした。 

 

貢献の程度（水準） 

 目的及び目標の達成に相応に貢献している。 

 

◇特に優れた点及び改善を要する点等 

海洋エネルギー研究センターは，平成 14 年度の「21

世紀 COE プログラム」に採択され，5 年間にわたる安

定した資金を獲得している。また，低平地研究センター

は，生物系特定産業技術研究推進機構が募集した競争的

資金に採択され，研究資金（全体枠で 2.1 億円）を獲得

している。両者とも外部からの十分な資金の獲得により

国際共同研究の実施を可能としている点で，特に優れて

いる。 

 

３ 活動の実績及び効果 

 
評価は，活動の実績，活動の効果の各観点に基づいて，

目的及び目標で意図した実績や効果がどの程度挙がった

かについて行った。 

 
◇目的及び目標で意図した実績や効果の状況 

活動の実績の観点では，活動の分類「教職員等の受入

れ・派遣」に関して，教員の派遣及び外国人研究者の受

入れ実績が増加していること，学術交流協定について毎

年度 7 件以上の安定した締結実績があることなどにより

「優れている」と判断した。その他の活動の分類に関し

ては「相応である」と判断した。 

活動の効果の観点では，活動の分類「教育・学生交流」

に関して，帰国した元留学生に対するアンケートの結果

として「佐賀大学で学習する機会があれば再度訪日した

いか」との問いに対して 16 人中 14 人が「ぜひ行きたい」

との回答など，留学経験の満足度の高さが確認できたこ

と，活動の分類「国際共同研究の実施・参画」に関して，

国際共同研究の成果としての発表論文数が多く，その成

果が顕著に見られたこと，パラオ共和国資源開発省エネ

ルギー計画部との共同研究では，パラオの教育機関で学

生向けの講演会を開催するなど開発途上国への国際貢献

といった波及効果が確認できたことなどにより「優れて

いる」と判断した。その他の活動の分類に関しては「相

応である」と判断した。 

 

これらの評価結果から，総合的に判断し，以下の水準

とした。 

 

実績や効果の程度（水準） 

 目的及び目標で意図した活動の実績や効果が相応に挙

がっている。 

 

◇特に優れた点及び改善を要する点等 

ここでは，活動の分類ごとの評価結果から特に重要な

点を，特に優れた点，改善を要する点，問題点として記

述することとしていたが，該当するものがなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


